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　 　 　 　 　 　 　謹 賀 新 年

　　　　　　　　　　本年もよろしく

　　　　　　　　　お願い申し

　　　　　　　　　　あげます

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 １／　６(月) 赤口　官庁御用始め

 　　　７(火) 先勝　七草、ラグビー全国高校大会決勝

 　　　８(水) 友引

 　　　９(木) 先負

 　　１０(金) 仏滅　源泉所得税の納付期限、１１０番の日

 　　１１(土) 大安　鏡開き

 　　１２(日) 赤口　大相撲初場所初日

 年末の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

12/23(月) 39,161 △459   156.79 △0.02

   24(火) 39,037 ▼124   157.14 ▼0.35

   25(水) 39,130 △ 93   157.00 △0.14

   26(木) 39,568 △438   157.35 ▼0.35

   27(金) 40,281 △713   157.81 ▼0.46

   30(月) 39,895 ▼386   157.88 ▼0.07

令和７年度税制改正大綱（主な中小関連）

◎防衛特別法人税の創設……法人に対し、課税標準

法人税額（基準法人税額から５００万円を控除した

額）に税率４％を乗じた「防衛特別法人税」を課税

します。令和８年４月以後開始事業年度から適用。

◎中小企業者等の法人税率の特例の見直し……中小

企業者等の年８００万円以下の所得に適用される法

人税の軽減税率（１５％）について、所得が年１０億

円を超える事業年度は税率を１７％に引上げます。令

和７年４月以後開始事業年度から適用。

◎事業承継税制における役員就任要件等の見直し…

…法人版事業承継税制の特例措置における後継者の

役員就任要件（株式贈与日まで３年以上継続して役

員等であること）について、「贈与の直前において

役員等であること」に見直します（個人版も同様に

見直す）。令和７年１月以後の贈与から適用。

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し……免

税方式について、免税店は外国人旅行者に対象物品

を税込価格で販売し、出国時に持ち出しが確認され

た場合に消費税額を旅行者へ返金する「リファンド

方式」に見直します。また、一般物品と消耗品の区

分や、消耗品の購入上限額及び特殊包装を廃止する

とともに、免税対象となる「通常生活の用に供するも

の」の要件を廃止します。令和８年１１月から適用。

◎先端設備導入に係る固定資産税の特例措置の見直

し……中小企業等経営強化法で規定される認定先端

設備等導入計画に基づき取得した設備に係る固定資

産税の軽減措置について、対象を同計画に雇用者給

与等支給額を１.５％以上引上げる方針を位置付ける

場合に限定し、３年間１／２（賃上げ率３％以上は５

年間１／４）に軽減します。令和７年４月から適用。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５０１

税務事務が集中しますので早めの準備を！

　新年早々ですが、１月は税務事務が集中します。

月末に慌てないよう早めに準備をしましょう。

★ 法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、

賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★ 給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人

の本年１月１日現在の住所地を管轄する市町村

等に提出（年の中途で退職した方については退

職時の住所地に提出）。

★ 償却資産申告書……本年１月１日現在所有して

いる機械・備品などの償却資産については所有

者からの償却資産申告書に基づいて課税される

地方税で、市町村等の固定資産税課に提出。

※以上の提出期限は全て１月３１日（金）です。

コロナ対応資金繰り支援策の見直し

　経済活動の正常化が進む中、新型コロナに対応

した資金繰り支援策の見直しが行われています。

　日本公庫等のコロナ特別貸付は昨年１２月で終

了しましたが、借換に対応可能な「危機対応後経

営安定貸付」を創設します。また、コロナ資本性

劣後ローンは本年２月で終了し、対象事業者を追

加等した「通常資本性劣後ローン」に移行します。

　経営改善サポート保証（コロナ対応）は本年３

月の終了後に「経営改善・再生強化型」へ移行し、

経営改善・再生計画に必要な資金を支援します。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５０１                       ２０２５． １． ６ 

令和 7 年度税制改正大綱の概要（主な中小企業関連） 

◆防衛特別法人税（仮称）の創設（防衛力強化に係る財源確保のための税制措置） 

・各事業年度の所得に対する法人税を課される法人に、当分の間、防衛特別法人税を課税する。 

・防衛特別法人税の額は、各事業年度の課税標準法人税額（基準法人税額※から基礎控除額 500

万円を控除した金額）に 4％の税率を乗じて計算した金額とする。 

・令和 8 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用。 

※基準法人税額は所得税額控除、外国税額控除、分配時調整外国税相当額の控除、仮装経理に基づ

く過大申告の更正に伴う法人税額控除、控除対象所得税額等相当額の控除などを適用しないで計算

した各事業年度の所得に対する法人税の額。 

◆中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等 

・中小企業者等の年 800 万円以下の所得に適用される法人税の軽減税率の特例（15％）を 2 年

延長するとともに、所得が年 10 億円を超える事業年度は税率を 17％に引上げる。 

・また、適用対象法人の範囲からグループ通算制度の適用を受けている法人を除外する。 

・令和 7 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用。 

◆事業承継税制における役員就任要件等の見直し 

・法人版事業承継税制の特例措置について、後継者の役員就任要件（株式の贈与日まで 3 年以上継

続して役員等である）を見直し、「贈与の直前において承継会社の役員等であること」とする。 

・個人版事業承継税制についても「贈与の直前において事業等に従事していること」とする。 

・令和 7 年 1 月 1 日以後の贈与について適用。 

※法人版事業承継税制の特例措置を利用する場合は令和 8 年 3 月までに特例承継計画を申請し、

令和 9 年 12 月まで事業承継を行う必要がある。また、個人版事業承継税制は令和 8 年 3 月まで

に個人事業承継計画を申請し、令和 10 年 12 月までに事業承継を行う必要がある。 

◆外国人旅行者向け消費税免税制度（輸出物品販売場制度）の抜本的な見直し 

 次の見直しは令和 8 年 11 月 1 日以後に行われる免税対象物品の譲渡等について適用する。た

だし、（3）の「別送」を認める取り扱いの廃止は令和 7 年 4 月 1 日から適用する。 

（1）免税方式の見直し 

・出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店

を経営する事業者から免税購入対象者に対して消費税相当額を返金する「リファンド方式」とする。 

（2）免税対象物品の範囲の見直し 

・消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額（50 万円）及び特殊包装を

廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止する。 

・免税販売の対象外とされている「通常生活の用に供しないもの」の要件を廃止し、金地金等の不

正目的で購入されるおそれが高い物品は、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める。 

（3）免税販売手続きの見直し 

・免税購入対象者が免税店で運送契約を締結し、物品を運送事業者へ引き渡す「直送」による免税

販売方式については、消費税法第 7 条の輸出免税制度により消費税を免除できることとする。 

・免税購入対象者が免税対象物品を別途国外へ配送する「別送」をしたことで出国時に携帯してい

ない場合に、配送等に係る書類により輸出したことを確認する取扱いを廃止する。 

◆先端設備導入に係る固定資産税の課税標準の特例措置の延長等 

・中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性

向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、同計

画に雇用者給与等支給額を 1.5％以上引上げる方針を位置付けて取得した機械・装置等に対象を限

定し、3 年間、課税標準を 1/2 に軽減する。 

・雇用者給与等支給額を 3％以上引上げる方針を位置付けた場合は、5 年間 1/4 に軽減する。 

・令和 7 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までの間に取得等した資産に適用。 

◆その他 

・中小企業経営強化税制について、生産性向上設備（A 類型）及び収益力強化設備（B 類型）の指

標を見直すとともに、デジタル化設備（C 類型）を廃止する。また、売上高 100 億円超を目指す

中小企業に対する措置を拡充する。 

・地域未来投資促進税制について、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対

する 10 億円以上の設備投資に新たな措置（特別償却 50％又は税額控除 5％）を追加する。 

・地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）について、寄附活用事業に係るチェック機能の強化や

活用状況の透明化等のための見直しを行う。 


